
鳥取県体操協会トランポリン登録手順（コーチ・普及指導員） 

 

 コーチ・普及指導員資格登録について、競技クラブに属していない「トランポリンコーチ並びに普及指

導員」資格保有者は以下の手順により登録を行ってください。 

 なお、競技クラブに属する「コーチ」資格の登録は別手順となります。 

 

【 登録の流れ 】 

① 鳥取県体操協会トランポリンに登録 

登録フォーム入力⇒各協会会員登録費、資格登録費、手数料等一括して支払い 

② 日本体操協会、鳥取県体操協会に対し、トランポリン登録担当が代行して登録 

③ Jga-web で登録内容の確認 

④ トランポリン審判、シャトル審判登録申請（個人） 

 

【 登録手順 】 

① 鳥取県体操協会トランポリン登録  4 月 1 日～5 月 31 日まで 

➢ 鳥取県体操協会トランポリンのホームページを開く（http://tottori-tramp.lar.jp/） 

     

     

➢ MEMBER（会員ページ） ⇒ 登録手順 ⇒ 登録フォームをクリック 

    登録フォームが開くので必要事項を入力して送信 

     

     現在見ている手順説明 

フォームが開く 

http://tottori-tramp.lar.jp/


   

        

     

 

➢ 入金確認後、登録完了となります。フォーム送信後期日前に入金が確認できなかった場合は登

録担当者より確認のメールが届きます。 

      

＜登録区分＞ 

「コーチ」又は「普及指導員」の

いずれかを選択してください 

＜必須項目の入力＞ 

・登録区分 

 コーチ又は普及指導員のいずれ

かを選択してください 

・連絡先番号は携帯電話 

・jga-webID は登録の際に必要と

なります。 

＜その他情報入力＞ 

必須項目ではありませんができる

だけ記入願います。 

間違いなければ

「送信」 

登録完了メールが届きます 

メールに振込先が記載されています。 



② 登録代行（登録担当者） 6 月 5 日～10 日 

登録者全ての入金確認終了後、日本体操協会登録管理システムにて会員登録を行い、受理後にコー

チ資格・普及指導員資格の更新登録手続きを代行して行います。 

＊入金確認、登録者の確認、必要事項の確認等の作業があるため 5 日間程度の期間で登録を行

います。 

 

③ 確認 

日本体操協会登録管理システム（jga-web/）に個人でログインし、登録内容等の確認ができます。

情報の変更も行えます。（2 月ごろまで） 

 

④ 各種審判資格（トランポリン競技、シャトル競技）の登録 

➢ トランポリン競技審判資格、シャトル競技審判資格の更新手続きは個人で行ってください。 

手順については「選手登録（シャトル、スペシャル）・審判登録」を参照してください。 

 

 個人情報の取り扱いについて ◇ 

   登録フォームは SSL 通信による保護、個人情報の閲覧は副会長、総務部長、登録担当者の 3 名の

みとし、データは厳重に保管いたします。また、指導員へのメール、電話による連絡は総務部長、登

録担当者の 2 名のみとします。（本人の承諾を得た者を除く） 

＜登録の流れ＞ 

 内  容 期  限 

1 指導員登録フォームによる申請 4 月 1 日～5 月 31 日まで 

2 登録費の振込 6 月 1 日まで（金融機関が休日の場合は翌営業日） 

3 Jga-web 登録代行作業（普及指導員含） 6 月 5 日～10 日 

 6 月 11 日以降、jga-web にログインすることで詳細の確認ができます。ログイン方法については日本

体操協会登録管理システム jga-web で確認してください。（jga-web.jp） 

 

＜注意事項＞ 

〇 フォームによる登録申請は 5/31 23：59 までです。万が一期限を過ぎた場合は別途登録担当者にご

連絡ください。また、振込が完了していない場合も登録作業を完了できません。 

〇 指導員への連絡はメールが主になります。重要な連絡をする場合がありますので、登録担当者また

は総務部長からのメールを受信できるよう設定しておいてください。 

    登録担当者メールアドレス touroku@tottori-tramp.lar.jp 

      総務部長 メールアドレス fukyu@tottori-tramp.lar.jp 

     ＊設定方法については、お使いの端末のキャリアに問い合わせてください。 

〇 料金設定、振込先などは「共通説明」で確認してください。 

〇 トランポリン審判・シャトル審判の登録は普及指導員登録後（6/5～10）以降に別途申請が必要とな

ります（各自） 

〇 登録についての問い合わせは touroku@tottori-tramp.lar.jp までお願いします。 
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